
令和８年度相談支援従事者研修実施業務仕様書 
 
この仕様書は、鳥取県（以下「甲」という。）が実施する令和８年度相談支援従事者研修実施に係

る業務の内容を定めたものであり、受託者（以下「乙」という。）は、この仕様書に基づき業務を実
施するものとする。 

 
第１ 業務名等 
 １ 業務名  令和８年度相談支援従事者研修実施業務（以下「本業務」という。） 
 
 ２ 業務期間 契約締結日から令和９年３月１２日まで 
 
 ３ 業務の目的 指定相談支援事業所等において相談支援専門員として配置される方を対象とした

研修を実施し、相談支援に従事する者の資質の向上を図ることを目的とする。 
 
第２ 業務の実施方法 
 １ 甲と乙は、本業務を円滑に行うため、第３に掲げる研修のそれぞれの開催時期等について随時協

議を行うものとする。 
 
  ２ 研修の実施にあたっては、乙は研修内容の検討を行うための検討会（以下「検討会」という。）

を設置するものとし、それぞれの研修の実施については、甲が検討会に参加した上で決定するもの
とする。 

 
 ３ 第２の２の検討会の構成員は、国指導者研修（厚生労働省その他の国立機関が主催する研修で、

第３に掲げる研修に関するものをいう。以下同じ。）修了者、市町村地域生活支援センターに所属
する相談支援専門員及び乙が必要と認める者とする。 

 
 ４ 契約に定める実施手続等及び経費負担は、次のとおりとする。 
 （１）乙は、本業務の実施にあたり、契約締結後４０日以内に様式第１号により実施計画を甲に提出

し、甲の承認を受けなければならない。 
  （２）乙は、本業務の全部又は一部を変更しようとするときは、様式第２号により変更実施計画を甲

に提出し、甲の承認を受けなければならない。 
 （３）乙は、第３に定める各研修の終了後、様式第３号により本業務の遂行状況の報告を行うもの

とする。 
 （４）乙は、本業務が完了したとき（本業務を中止したときを含む。）は、３０日以内又は令和９年

３月１２日のいずれか早い日までに様式第４号により実績報告を行うものとする。実績報告に
添付する資料は、第２の４（３）の遂行状況の報告の際、提出した資料以外のものとする。 

 （５）受講者の募集及び決定等の手続は、次のとおりとする。 
   ア 乙は、研修実施にあたりあらかじめ募集要項を定めるものとする。なお、当該募集要項は配

布する前に甲の承諾を得ること。 
   イ 乙は、原則として研修開始予定日の１か月前から各種広報媒体を利用して受講者の募集を

行うものとする。ただし、事前課題の提出が必要な研修については原則として、研修開始予定
日の２か月前から各種広報媒体を利用して受講者の募集を行うものとする。 

   ウ 乙は、イによる研修の応募者が定員を超過した場合には、必要に応じて甲と協議し、受講者
を決定するものとする。 

   エ 乙は、受講者の決定をしたときは、募集要項で定めるところにより、必要な事項を各応募者
に通知するものとする。 

   オ 乙は、受講者の出席状況について研修出席簿等を作成することで確実に把握する。 
   カ 乙は、研修を実施するにあたっては、今後の企画作成の参考とするため、受講者に対しアン

ケートを実施し、アンケート結果を整理した上で甲に報告するものとする。 
   キ 乙は、実施した研修ごとに、研修修了者名簿の電子ファイルを作成し甲に提出する。 
   ク 甲は、国資格研修（研修修了が報酬の算定要件となっている研修をいう。以下同じ。）につ

いて、修了証書を作成し、乙に引き渡すこととし、乙は当該修了証書を研修修了者に交付する。 
   ケ 乙は、実施した研修ごとに事後的な評価を行うため、関係者を集めた振り返りを行うものと

する。 
 （６）研修実施に係る経費負担の取扱いは、次のとおりとする。 
   ア 乙は、研修の実施にあたって、受講者から実費相当額を徴収できるものとし、実施計画提出



の際、実費相当額の上限額を報告する。なお、実費相当額の範囲は、研修資料作成に要する経
費及び実習中の事故に係る賠償責任を補償するための保険料とする。 

   イ 修了証書の印刷に要する経費は、甲の負担とする。 
 
第３ 業務内容 
  第２の１に掲げる研修は次のとおりとする。 
 １ 相談支援従事者初任者研修（以下、「初任者研修」という。） 
 ２ 相談支援従事者現任研修（以下、「現任研修」という。） 
 ３ 相談支援従事者主任研修（以下、「主任研修」という。） 
 ４ 相談支援従事者専門コース別研修（以下、「専門コース別研修」という。） 
 ５ 相談支援業務初心者向けフォローアップ研修（以下、「フォローアップ研修」という。） 
   
第４ 研修仕様 
 １ 初任者研修 

相談支援事業に従事しようとする者を対象として、地域の障がい者等の意向に基づく地域生活
を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などの各種サービスの総合的かつ適切な利
用支援等の援助技術を修得させることを目的に研修を実施する。 

 ２ 現任研修 
初任者研修を修了している者で、実際に障がい者の在宅生活に関わる生活支援業務に携わって

いるものの資質向上を目的に研修を実施する。 
 ３ 主任研修 

現任研修の修了後３年以上が経過している相談支援専門員のうち、十分な知識と経験を有し、地  
域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を果たすことが期待される等の要
件を満たす者を対象に、地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医
療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を向上させ、困難
事例に対する支援方法について修得するとともに、地域の相談支援体制において、地域課題につい
ての協議や相談支援に従事する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を果たす者を養
成することを目的に研修を実施する。 

 ４ 専門コース別研修 
初任者研修を修了している者で、実際に障がい者の在宅生活に関わる生活支援業務に携わって

いるものを対象として、スーパービジョンや家族支援などの専門的技術等を習得させることを目
的に研修を実施する。 

 ５ フォローアップ研修 
初任者研修を修了し、相談支援専門員の資格を有しているが、相談支援の業務に従事していない

者や、相談支援の実務経験が少なくサービス等利用計画の作成に不安がある者に対し、相談支援専
門員の業務の内容やサービス等利用計画の作成手法についての研修を実施する。 

 
第５ 実施方法等 
 １の規程に基づき、２の時間数及び内容等に沿って研修を実施する。 
  １ 研修実施根拠規程 

（１）鳥取県相談支援従事者研修実施要綱（平成１９年２月１６日付第２００６００１７１４９１
号鳥取県福祉保健部長通知。以下、「要綱」という。） 

（２）指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの（平成２４年厚
生労働省告示第２２５号）、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるも
の（平成２４年厚生労働省告示第２２６号）、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労
働大臣が定めるもの（平成２４年厚生労働省告示第２２７号） 

（３）相談支援従事者研修事業の実施について（平成１８年４月２１日付第０４２１００１号厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 ２ 時間数及び内容等 

  （１）初任者研修 合計４２．５時間（ただし実習時間を除く） 

研 修 科 目 時 間 数 備 考 

（１）講義 計 １１．０時間 【実施箇所】 
１箇所以上 

【受講定員】 
・相談支援専門員

 ア 障がい児者の地域支援と相談支援従事者（サ

ービス管理責任者・児童発達支援管理責任

者）の役割に関する講義 

５．０時間 



イ 相談支援におけるケアマネジメント手法に関

する講義 
３．０時間 

資格取得コース 

（５日間以上） 

５０人 

・サービス管理責

任者基礎研修受

講者コース 

（２日間以上（講

義部分のみ）） 

２００人 

【その他】 

 国資格研修 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律および児童福祉法並びにサ

ービス提供のプロセスに関する講義 

３．０時間 

（２）講義及び演習 ３１．５時間 

 ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習 ３１．５時間 

（３）実習 － 

 相談支援の基礎技術に関する実習 
－ 

 

    （２）現任研修 合計２４時間（ただし実習時間を除く） 

研 修 科 目 時 間 数 備 考 

（１）講義 計 ６．０時間 【実施箇所】 

１箇所 

【受講定員】 

３０人 

【その他】 

 国資格研修 

 ア 障がい福祉の動向に関する講義 １．５時間 

イ 相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの

展開に関する講義 
３．０時間 

ウ 人材育成の手法に関する講義 １．５時間 

（２）講義及び演習 １８．０時間 

 相談支援に関する講義及び演習 １８．０時間 

（３）実習 － 

 自身の相談支援業務の振り返り等に関する実習 － 

 

    （３）主任研修 合計３０時間 

研 修 科 目 時 間 数 備 考 

（１）講義 計 ６．０時間 【実施箇所】 

１箇所 

【受講定員】 

３０人 

【その他】 

 国資格研修 

 ア 障がい福祉の動向及び主任相談支援専門員の

役割と視点に関する講義 
３．０時間 

イ 管理運営に関する講義 ３．０時間 

（２）講義及び演習 計 ２４．０時

間 

 ア 相談支援従事者の人材育成に関する講義及び

演習 
１３．０時間 

イ 地域援助技術に関する講義及び演習 １１．０時間 

 

    （４）専門コース別研修 

内   容 時 間 数 備  考 

初任者・現任研修で不足している専門分野から乙が
２科目以上設定し講義又は演習を実施 
（専門分野の例） 
・意思決定支援 
・権利擁護・成年後見制度 
・児童の相談支援 
・スーパービジョン・管理・面接技術 
・地域移行・定着、触法 
・セルフマネジメント 

各科目１回以上
開催することと
し、１回あたり６
時間を目安に乙
が設定 

【実施箇所】 
１箇所以上 

【受講定員】 
１回あたり３０人 

 

 
     （５）フォローアップ研修 

内   容 時 間 数 備  考 

初任者研修で不足している内容について、乙がカリ
キュラムを作成し講義又は演習を実施 

６時間を目安に
乙が設定 

 
【実施箇所】 



（研修内容の例） 
・先進地の講師による講演 
・ケアマネジメントの基本姿勢 
・業務の振り返り 
・事例研究 

１箇所 
【受講定員】 

３０人 
 

 
    （６）その他 

１に掲げる根拠規定が改正された場合には、改正後の規定等に基づき研修を実施することと
する。ただし経過措置等がある場合には、これに従うこととする。 

 
第６ その他 
 １ 第４研修仕様に掲げる研修の実施のために必要な会場の借り上げ、講師の招へいその他の経費

は、乙の負担とする。 
２ 乙は、研修の実施にあたっては、バリアフリー環境の整備された会場で開催するなど基礎的環
境整備に努めるとともに、各受講生の要望に応じ、最大限の合理的配慮を提供すること。 

 ３ 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、
定めるものとする。 

 


